


入試日程 D日程

2016 年度愛知大学法科大学院入試間題集

出題科目名 憲法 出題者 落合俊行

出題趣旨

憲法の最高法規性を守り基本的人権を保障するために、 裁判所に違憲審査権が付

与されている。 「法の支配」原理にたつ違憲審査制度は日本国憲法の最大の特徴の1

つであり、 裁判所が 「憲法の番人」といわれる所以である。 本問は、 憲法保障の制

度として違憲審査制度の論拠とその制度が果たしている役割および違憲判断が下さ

れた具体的裁判についての基礎的な理解を間うのが出題趣旨である。

裁判所が憲法 81 条の違憲審査権を行使して違憲判断をするやり方には、 大別し

て、 法令違憲と適用違憲がある。 法令違憲とは、 法令の全部又は一部を違憲とする

手法であり、 適用違憲とは、 法令自体は合憲であるがそれが当該事件の当事者に適

用される限度において違憲とする手法である。 適用違憲は、 法令が適用される 「事

例」に着眼し、 その事例に適用されるかぎり違憲とすることによって、 法令自体の

違憲判断を避けようとするものである。

わが国の最高裁判所が法令そのものを違憲とした法令違憲の例は、 これまで 10

例ある（平成27年12 月現在）。 大法廷がはじめて伝家の宝刀を抜いたのは、①刑法

200条の尊属殺人重罰規定（昭和48年、 憲法判例百選［第6版] p.60参照）。 その

後、 ②薬事法距離制限規定（昭和 50年、 百選 p.205)、 ③④公職選挙法の衆議院定

数配分規定（昭和51年・昭和60年、 百選p.326 、 p.330)、 ⑤森林法分割制限規定

（昭和62年、 百選p.214)、 ⑥郵便法国家賠償免責規定（平成14年、 百選p.286)、

⑦公職選挙法の在外日本人選挙権制限規定（平成 17 年、 百選 p.324)、 ⑧国籍法婚

外子差別規定（平成20年、 百選p.74)、 ⑨ 民法婚外子法定相続分規定（平成25年、

百選p.62)、 そして⑩民法の再婚禁止期間規定（平成27年） である。 最近下された

⑩の違憲判断は民法の規定では 2 例目となる。 かつて最高裁判所は合理性があると

して 6 か月の待婚期間を合憲と判断していたが、 ⑩では立法目的そのものには合理

性があると認めながらも、 手段については医療や科学技術の発達など社会の大きな

変化が影響を与え、 「100 日超過部分」に限って違憲とした。 また、 婚外子の遺産相

続を嫡出子の半分としていた民法の規定（⑨) についても、 かつて最高裁判所は合

憲としていたが、 シングルマザーの増加や国民意識の変化などを踏まえて、 当該規

定の意味合いがどのように変わってきたかを検討して違憲• 無効とした。 このよう

に、 憲法裁判において裁判所は、 法律の背後にあってそれを支えている立法事実を

踏まえて立法目的とその目的を達成する手段との関連性について検討を加えてい
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入試日程 D日程

2016年度愛知大学法科大学院入試問題集出

題科目名 刑法 出題者 岩間 康夫

出題趣旨

各論では住居（建造物）侵入罪及び現住建造物等放火罪の成立要件， そして総論

では共同正犯と間接正犯・教唆犯との区別や中止犯（共犯の中止も含む）の基本的

理解と， その事案への応用がしつかりできているかを確認する趣旨で出題した 。 登

場人物の罪責（罪名）だけ記しておくと， 乙は住居（もしくは邸宅。 客体が刑法1

30条前段のどの概念にあたるのかについても論述が必要）侵入罪及び現住建造物

等放火未遂罪の責を負うが（両罪は牽連犯 。 なお， 「 ロイヤル車道」 のエントランス

ホ ールが刑法10 8条にいう「現住」建造物にあたることの論証も1つの大きな論

点），後者につき，中止犯が成立しうる 。他方，甲はこの両罪につき， 「共同正犯」（最

高裁判例による限り， 間接正犯や教唆犯とはならない）となるが， 放火未遂罪につ

いては中止犯とはならない（そもそも， 共犯としての中止行為が存在しないし， 中

止犯の成否は共犯者間で連帯しない）。

以 上
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2016年度愛知大学法科大学院入試問題集

入試日程 DS程 出題科目名 民法

出題趣旨

(1)は、賃貸目的物滅失について、賃貸人との関係で賃借人あるいは転借人がどのような責

任を負うのかを間うものである。(2)は、 賃貸借契約が合意解除された場合に、 その解除を転

借人に対抗できるかを間うものである。 以下、 出題趣旨を詳細に説明する。

本問では、前提として、AからBに賃貸されたXが、BからCに転貸されている。 転貸借をす

るにあたっては賃貸人の承諾が必要であるところ(612 条）、 本問ではAの承諾は存在する。 転

貸借契約が有効に成立すると、 転借人は賃貸人に対して直接義務を負う(613条）。

(1)では、Cがたばこの火の不始末によりXを滅失させている。 賃借人は賃貸目的物につい

て善管注意義務を負うところ、転借人 C はこうした義務を 613条に基づき賃貸人Aに対して直接

負うことになる。 したがって、たばこの火の不始末によりXを滅失させたCには善管注意義務違

反が認められ、これについてAはC に債務不履行に基づく損害賠償請求をなし得る。 間題は、 A

がBに対しても同様に債務不履行責任を間うことができるかである。 なぜなら、Bも賃貸借契約

に基づきAに対して善管注意義務を負うところ、Xの滅失の原因は専らCにあり、Bには帰責性

がないからである。 この点、 大判昭和4 年6月19 日は、 C を B の履行補助者とみて、 Cの過失

をBの過失と同視し、Bの債務不履行責任を肯定する。 判例の見解に対しては、自ら賃貸目的物

を支配していないBに酷であるとの批判があり、ここから、612条のように賃貸人の承諾を得れ

ば転貸が許されているような場合には、善管注意義務の履行について履行補助者を使用すること

が法律上許されている場合に該当し、 この場合において賃借人は選任監督上の過失がない限り、

転借人の行為について責任を負わないとする見解も主張されている。 また、一方で、本間のよう

な場面では、賃借人が自らの負っている債務を転借人に履行させていると評価することは実感に

合わず、単純に利用利益を享受させているだけであるから、履行補助者論を用いるのは適切では

ないとしながらも、賃借人も転貸借契約によって利益を得ている以上、転借人の生じさせた損害

を負担すべきであるとの考えから、判例と同様に賃借人にも転借人と同じ責任を負うべきである

とする有力説も主張されている。 いずれの見解でもかまわないので、AがBに対してどのような

法律構成で責任を間いうるかを論じることが要求される。

なお、賃貸目的物が滅失した場合には、目的物を使用収益することが不可能になるから、滅失

についていずれの者に帰責性があるかを間わず、賃貸借契約そのものは終了し、後は損害賠償等

で精算を図るのが適当であると解されている。 したがって、本間におけるAB間の賃貸借契約、

BC間の転貸借契約は、 期間満了前であっても、目的物の滅失により終了する。

(2)は、AB間の賃貸借契約が合意解除されると、転貸借契約はどうなるかを間うものであ

る。 この点、債務不履行により賃貸借契約が解除された場合について、 最判平成9年2月25日

は、転貸人が賃貸目的物を転借人に対して使用収益させることができなくなるため、転貸借契約

も履行不能により終了すると 判示しているところ、合意解除の場合も同様に解するべきかが間題

となる。 最判昭和37年2月1日ならびに通説は、この場合には賃貸人は解除を転借人に対抗で

きないとする。 その理由として、賃貸人は賃貸借契約の存続を前提として転貸を承諾している以
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2016年度愛知大学法科大学院入試問題集

入試日程 D日程 出題科目名 民事訴訟法

1 . 出題趣旨

1 . 当事者の意思による訴訟終了原因の1つとして請求の放棄・認諾がある。 そ

の要件と効果の説明を求める間題であり、 民事訴訟法についての基本的知識を確認

する趣旨で出題した。

2. 要件と効果を説明することが中心であるが、 当然その意義から説明しなけれ

ばならない。

請求の放棄とは、 請求に理由のないことを自認する原告の裁判所に対する意思表

示をいう。 また、 請求の認諾とは、 請求に理由のあることを認める被告の裁判所に

対する意思表示をいう。

3. 請求の放棄・認諾の要件

(1)訴訟物についての処分権限

請求が当事者の自由に処分することのできる権利又は法律関係に関するものであ

ることが必要である。

人事訴訟においては、 処分権主義を人事法律関係一般について認めることは適当

ではないので、 請求の放棄・認諾の排除（人訴1 9条2項、 人訴規14条）の規定

が定められている。 ただし、 離婚事件の例外があり、 放棄・認諾(3 7条1項）が

可能である。

団体関係訴訟においては、 争いがある。 通説は、 請求の放棄は許されるが、 認諾

は許されないとする。 少数説は、 請求の放棄・認諾が許されるとする。 その理由と

して、 ①正当な理由なく請求を認諾する場合には、 取締役や理事の責任が問題とな

ること、 ②法律上の利益をもつ第三者は、 共同訴訟的補助参加の方法によってその

利益を守る手段が与えられていること、 ③私的自治の原則自体を排除する理由に乏

しいことが指摘されている。

(2)訴訟物の内容が、 物権法定主義に反しないこと、 請求自体または請求原因

が公序良俗・強行法規に反しないことが必要である。

(3)訴訟要件の具備については、 争いがある。 とくに、 訴えの利益• 当事者適

格が問題とされる。

多数説は、 請求の放棄・認諾が本案判決に代わる訴訟終了原因であり、 既判力が

生じる点に着目して、 全面的に訴訟要件の具備を必要と解する。

これに対し、 放棄・認諾は、 本案判決と異なり、 当事者の意思に基づく自主的紛

争解決であって、 抗弁事項のような、 被告の利益保護を目的とする訴訟要件や訴え

の利益や当事者適格のように争訟処理の実効性を確保するための訴訟要件について

は、 その具備を要しないとする見解もある。

(4)請求の放棄・認諾は訴訟行為であるから、 当事者に訴訟能力があることが

要請される。
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2016年度愛知大学法科大学院人試問題集

入試日程 D日程 出題科目名 商法

出題趣旨

株主は、 代理人によって議決権行使をすることが可能であるが (3 1 0条1項本文）、 甲社

のように、定款で議決権行使の代理人資格を当該会社の株主に限る旨規定している例は多い。

上記のような定款規定も、総会が株主以外の者により攪乱されることを防止する合理的理由

に基づく相当な程度の制限として有効と解されている（最判昭和43. 1 1. 1民集22巻

1 2号2402頁）。

しかし、代理人が株主でないという理由で議決権代理行使が拒まれると、実質的にその株主

の議決権行使が不可能になってしまうような場合にも、 会社は議決権代理行使を拒むことが

できるのだろうか。 代理人によって総会を攪乱される可能性がほとんどない場合にも、 会社

は議決権代理行使を拒むことができるのだろうか。 これらを検討して貰うことが出題の趣旨

である。

従業員Qを代理人としたY社について、会社が議決権行使を拒むことは適法であろうか。 本

間同様、 代理人資格を株主に限る旨の定款規定がある会社において、 法人従業員の議決権代

理行使を拒んだことの違法性が争われた事件で、 最高裁は、 「右のような定款の規定は、株主

総会が株主以外の第三者によって攪乱されることを防止し、 会社の利益を保護する趣旨に出

たものであり、 株主である県、 市、 株式会社がその職員又は従業員を代理人として株主総会

に出席させた上、議決権を行使させても、 特段の事情のない限り、 株主総会が攪乱され会社

の利益が害されるおそれはなく、 かえって、 右のような職員又は従業員による議決権の代理

行使を認めないとすれば、 株主としての意見を株主総会の 決議の上に十分に反映することが

できず、 事実上議決権行使の機会を奪うに等しく不当な結果をもたらす」と述べて、 法人従

業員の議決権代理行使を拒めないとしている（最判昭和51. 12. 24民集30巻1 1号

1 0 7 6頁）。

弁護士Pを代理人としたXについて、会社が議決権行使を拒むことは適法であろうか。この

点、 下級審判決でも拒めないとするもの（神戸地尼崎支判平成12. 3. 28判夕10 2 8 

号28 8頁） と拒むことができるとするもの（宮崎地判平成14. 4. 25金判1 1 5 9号

43頁） とがある。 弁護士であれば総会攪乱のおそれがないので代理人資格を認めるべきだ

と解するか、 そのような例外を認めると会社は総会に株主代理人が来場した際に、 その都度

その者の職種を確認し、 総会を攪乱するおそれの有無について個別具体的に検討しなければ

ならないことになり受付事務を混乱させ、 円滑な総会運営を阻害すると考えるかによる。

PあるいはQに議決権行使をさせなかったことが違法であると解すれば、決議方法の法令違

反となり、決議取消の訴えを提起することができる(83 1条l項1号）。違反が重大であり、

x、 Yの株数は大きく 決議に影響を及ぼさないものとは言えないので、 裁量棄却はみとめら

れない。

以 上
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